
令和8年度より会員が開催する同期会に対し、開催費用の一部を補助する

「同期会補助金制度」（最大3万円）を創設しました。

適用については諸条件並びに申請手続きが必要になりますので、

規定をご確認いただき、ぜひご活用ください。

＜手続きの流れ＞

《開催前》

《開催後》

補助金　振込
ホームページ

へ掲載

◎期名簿は代議員のみにお渡ししております

同期会を開催するにあたり必要な場合は代議員へご連絡ください

報告書
集合写真

参加者名簿（Googleフォーム）
 提出

報告書をダウンロードし
同窓会メールへ送信
＊開催後の1週間以内

同期会補助制度チャート

申請書　提出

代表者が、申請書をダウンロードし
同窓会メールへ送信
＊開催日の10日前まで

メール返信にて受理

同期会開催


